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諸　言
大規模災害時の保健医療体制としては、被災し
た人に対する救助や支援がまず挙げられ、同時に、
避難生活を送る地域住民に対する健康管理や疾病
予防も、重要な課題としてあげられる。
歯科においては、口腔内状況の悪化や、義歯の
紛失や不適といった問題が発生することにより、
栄養状態の悪化や感染症のまん延などが引き起こ
されることがあり、各自治体における体制整備が
必要であると言われている 1）。体制の実際には、
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要　旨
目的：都道府県歯科医師会における大規模災害時の歯科保健医療体制の準備状況について調査し、経年的

な変化について検討した。
方法：全国47都道府県歯科医師会に対し、自記式アンケート調査を平成21年11月〜12月、平成24年2月

〜3月に実施し、平成18年11月に実施されたアンケート結果も含めて、経年的に比較した。
結果：「自治体の地域防災計画において歯科保健医療の役割を担っている」および、「大規模災害時の歯科

保健医療救護体制が整備されている」とした歯科医師会は増加傾向にあったが、平成24年で前者が
88％なのに対し後者は39％にとどまり、今後も体制整備に一層の働きかけが必要であろうと考えら
れた。歯科医療関連機関との連携体制や、口腔ケア体制に関しても、整備されている都道府県が経
年的に増加している傾向が認められた。また、救急処置やトリアージは、災害時歯科医療救護の枠
内には位置づけられていないと考えられた。

考察：大規模災害時の歯科保健医療救護体制の整備は年を追うごとに進んできており、歯科医療関連機関
との連携や口腔ケアの体制整備とあわせて、法的整備についても進み、実践的な研修が行われ、継
続されていくことが期待された。
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各都道府県歯科医師会が主体的な役割を果たす場
合が少なくないが、自治体との連携においての対
応が重要である2）。
大規模災害時においては、避難生活を送る地域
住民において、口腔内状況の悪化や、義歯の紛失
や不適といった問題が発生することが報告されて
いるが、実際に歯科救護活動の中心を担うと考え
られる都道府県歯科医師会における、大規模災害
時の歯科保健医療体制の役割と整備、関係機関と
の連携体制、口腔ケアの体制、また、救急処置・
トリアージに対する意識になどの全般にわたって
までは明らかとしておらず 3）、東日本大震災後に
はない。
そこで今回、都道府県歯科医師会における大規
模災害時の歯科保健医療体制に関する実態調査を
行い、これまで行ってきたものと経年的に比較し
た（平成 18年：新潟県中越地震 2年後、平成 21
年：新潟県中越沖地震2年後、平成24年：東日本
大震災1年後）ので報告する。

対象および方法
全国47都道府県歯科医師会を対象とし、会長宛
に自記式アンケート調査を郵送法にて、平成21年
11月〜12月、および、平成24年2月〜3月に実施
した。
調査項目は、下記の如くとした。
１．大規模災害時における歯科保健医療救護体制
に関して
１）歯科保健医療救護体制における歯科医師会の
役割、整備状況
⑴貴歯科医師会は、所属する自治体の地域防災
計画（災害対策計画）において、歯科保健医
療を担う役割として規定されているか
⑵歯科保健医療の救護体制の整備状況（有無・
マニュアル化・研修）
⑶歯科診療所の被災状況や回復状況を把握する
体制の有無

２）歯科医師会における、地域で災害時に歯科保
健医療を提供するにあたっての、歯科医療関連
機関との連携体制に関して

⑴歯科医療関連機関との合同災害対策訓練の有
無とその対象
⑵歯科医療関連機関との協議の有無とその対象
⑶歯科医療関連機関との連携体制の規定の有無
２．大規模災害時における口腔ケア体制に関して
⑴災害時に口腔ケアが必要であるとの認識の有
無
⑵災害時口腔ケアの実施体制の整備の有無とそ
の内容
⑶災害時の備蓄（防災備蓄）の口腔ケア関係物
品の有無

３．大規模災害時における救急処置・トリアージ
に関して
⑴限定的な環境下で、歯科医師が一般外傷救急
処置などの超法規的活動を行うことを容認す
るか
⑵大規模災害時において、歯科医師がトリアー
ジを行うことを容認するか
⑶トリアージに関する教育／通知はどのトリ
アージで行っているか
これらを、平成18年11月に実施された全国都

道府県・政令市と東京都内の市区の歯科医師会を
対象に行われたアンケート結果より 1）、都道府県
歯科医師会を抽出し（回収数40、回収率85。1％）、
比較検討した。調査は各歯科医師会会長宛てに調
査票を郵送し、返信にて回答を得たものであった。

結　果
１．回答数
㈳日本歯科医師会の協力のもと、47都道府県歯
科医師会の会長宛てに調査票を送付、回答を依頼
したところ、平成18年は40カ所（回収率85.1％）、
平成21年は41カ所（回収率87.2％）、平成24年は
43カ所（回収率91.5％）であった。
２．大規模災害時における歯科保健医療救護体制
に関して
１）歯科保健医療救護体制における歯科医師会の
役割、整備状況の比較
「貴歯科医師会は、所属する自治体の地域防災
計画（災害対策計画）において、歯科保健医療を

̶ 137 ̶

ヘルスサイエンス・ヘルスケア Volume 12，No.2（2012）



̶ 138 ̶

都道府県歯科医師会における大規模災害時の歯科保健医療体制の整備状況

担う役割として規定されていますか」という質問
に対し、「平成21年」と「平成24年」との間に有
意差がみられ（p＜0.05）、「規定されている」が
27会（65.9％）から38会（88.4％）に増加してい
た（表1）。
「大規模災害時における、貴歯科医師会内での
歯科保健医療に関する救護体制は整備されていま
すか」について、「平成 18年」と「平成 21年」、
「平成24年」の3群間に有意差は認められなかっ
たが、「整備されている」と回答した歯科医師会

が「平成18年」11会（27.5%）から、「平成21年」
16会（39.0%）、「平成 24年」22会（39.5%）と増
加傾向がみられた（表2）。
「整備されている」「整備中である」と回答し

た歯科医師会の中で、「救護体制はマニュアル化
されていますか」と「災害時歯科保健医療に関す
る研修を実施していますか」という質問に対し、
「平成18年」と「平成21年」、「平成24年」の3群
間に有意差は認められなかった（表2−1）。いず
れも、比較的多くの歯科医師会においてマニュア

表1　所属する自治体の地域防災計画（災害対策計画）における歯科保健医療を担う役割としての規定

表2　歯科保健医療の救護体制の整備状況（有無・マニュアル化・研修）

表2−1



ル化がされていたが、研修を実施しているのはそ
の半数程度にとどまっていた。
また、「歯科診療所の被災状況や回復状況を把

握する体制は整備されていますか」においても、
「平成18年」と「平成21年」、「平成24年」の3群
間に有意差は認められなかった（表3）。
２）地域で災害時に歯科保健医療を提供するにあ
たっての、歯科医療関連機関との連携体制の比
較
「歯科医療関連機関との合同災害対策訓練の有
無とその対象」に対し、「平成21年」と「平成24
年」の間に有意差がみられた（p＜0.01）。「訓練
を実施している」と回答した歯科医師会は「平成
21年」16会（39.0%）、「平成24年」17会（39.5%）

とあまり変わらなかったが、「訓練は実施してお
らず、今後予定もない」と回答した歯科医師会は
「平成21年」10会（24.4%）から「平成24年」4会
（9.3%）に減少した。（表４）。
「歯科医療関連機関との協議の有無とその対象」
について、「平成18年」と「平成21年」、「平成24
年」の3群間に有意差がみられた（p＜0.01）。「協
議を実施している」と回答した歯科医師会は「平
成18年」8会（20.0%）から「平成21年」17会（41.5%）、
「平成24年」23会（53.5%）と年々増加した。一方
「協議は実施しておらず、今後予定もない」と回
答した歯科医師会は「平成 18年」16会（40.0%）
から「平成21年」6会（14.6%）、「平成24年」4会
（9.3%）と経年的に減少した（表４）。
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表4　地域で災害時に歯科保健医療を提供するための歯科医療関連機関との連携体制

表3　歯科診療所の被災状況や回復状況を把握する体制の有無



「歯科医療関連機関との連携体制の規定の有無」
に関しては「平成21年」と「平成24年」との間
に有意差は認められなかった。「文書での規定は
なく、今後予定もない」と回答した歯科医師会は、
「平成24年」5会（11.6%）であった（表４）。
歯科医師会として、地方自治体や病院歯科に期
待する災害時の役割については、発災直後の救急
対応、身元確認作業の対応、後方支援病院として

の受け入れ、そして、コーディネイトや人材派遣、
などがあげられた。
３．大規模災害時における口腔ケア体制に関して
１）災害時に口腔ケアが必要であるとの認識の有
無の比較
「貴歯科医師会では、災害時に口腔ケアが必要
であると認識していますか。」という質問に対し、
「平成21年」と「平成24年」との間に有意差はみ
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表5　大規模災害時における口腔ケア体制に関して

表5−1



られなかったが、「認識している」と回答した歯
科医師会が「平成21年」92.7％から「平成24年」
100.0％へ増加した（表5）。
２）災害時口腔ケアの実施体制の整備の有無の比
較
「貴歯科医師会では、災害時口腔ケアの実施体
制を整備していますか。」という質問に対して、
「平成21年」と「平成24年」の間に有意差はみら
れなかったが、「整備されている」と回答した歯
科医師会が「平成21年」9会（22.0％）から「平
成24年」16会（37.2％）へ増加傾向にあった（表5）。
さらに「整備されている」と回答した歯科医師会
への質問で「災害時口腔ケアの実施方法」に関し
て「平成21年」と「平成24年」の間に有意差は
認められなかったが、「歯科医師会、歯科衛生士
会が実施」と回答したものが「平成 21年」7会
（77.8％）から「平成 24年」15会（93.8％）へ増
加傾向がみられた（表5−1）。同様に「整備され
ている」と回答した歯科医師会への質問で「災害
時口腔ケアに対する予算措置の有無」に関して
「平成21年」と「平成24年」の間に有意差は認め

られず、「予算措置がされている」が「平成21年」
6会（66.7％）から「平成24年」3会（18.8％）へ
減少傾向がみられた（表5−1）。
３）災害時の備蓄（防災備蓄）の口腔ケア関係物
品の有無の比較
「貴歯科医師会における災害時の備蓄（防災備
蓄）に、口腔ケア関係のものが含まれていますか。」
という質問に対し、「平成21年」と「平成24年」
の間に有意差は認められなかったが、「含まれて
いる」と回答した歯科医師会が「平成 21年」
34.1％から「平成24年」51.2％へ増加傾向がみら
れた（表5）。
４．大規模災害時における救急処置・トリアージ
に関する比較
「大規模災害時において、地域医療機関が壊滅
的な打撃を受けて患者の受け入れ先がないなどの
限られた環境下においては、歯科医師が一般外傷
救急処置などの超法規的活動を行うことを容認す
るか」という質問に対して、「平成21年」と「平
成24年」の間に有意差は認められなかった。「容
認する」「限定的な条件下に限って、容認する」
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表6　大規模災害時における救急処置・トリアージに関して
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と回答した歯科医師会が「平成 21年」の 4会
（9.8％）および23会（56.1％）から「平成24年」
8会（18.6％）および 28会（65.1％）にかけて増
加傾向があり、「容認しない」が減少傾向にあっ
た（表6）。
「大規模災害時において、歯科医師がトリアー
ジを行うことを容認するか」という質問に対して
は、「平成21年」と「平成24年」の間に有意差が
みられなかった。「容認しない」が「平成 21年」
12会（29.3％）から「平成 24年」7会（16.3％）
にかけて減少した（表6）。
「トリアージに関する教育／通知の実施、およ
び、教育／通知しているトリアージの方法」につ
いては、「平成21年」と「平成24年」との間に有
意差は認められなかった。「トリアージに関する
教育／通知は行っていない」と回答した歯科医師
会が最も多く、「平成 21年」25会（61.0％）と
「平成24年」31会（72.1％）であった。教育をし
ている歯科医師会の中では「START法のみ」教
育しているところが多かった（表6）。

考　察
１．大規模災害時における歯科保健医療救護体制
に関して
１）歯科保健医療救護体制における歯科医師会の
役割、整備状況の比較
平成21年よりも平成24年のほうが、所属する

自治体の地域防災計画（災害対策計画）において、
災害時の歯科保健医療を担うと規定されている都
道府県歯科医師会の割合は増加し、東日本大震災
後の平成24年においては38会（88.4％）であった。
東日本大震災を踏まえ平成23年5月に、消防庁は
地域防災計画等に基づく防災体制の緊急点検を実
施するように地方公共団体に対して通知し要請し
ており 4）、この中に「避難所での集団生活や避難
生活の長期化により、持病の悪化やインフルエン
ザ等集団感染への対策」も含まれていることや、
平成24年度が「災害時における医療」が5事業と
して含まれる医療計画の見直しの年にあたったこ
ととも、関係すると考えられた。

一方でその救護体制の整備は、平成18年の11
会（27.5%）から徐々に増えてきているものの、
平成24年においても17会（39.5%）であった。し
かし、「整備中である」「整備の予定はある」とし
たものは25会（55.9％）あり、「整備の予定がな
い」としたものは平成21年の6会（14.5％）から
平成24年には1会（2.3％）と激減し、ほぼ全都道
府県において整備されていくものと考えられた。
その救護体制がマニュアル化されているところは
21会（60.0％）に留まったが、実数としては増え
てきており、今後マニュアル化されていくことと
考えられる。同様に、研修の実施も13会（37.1％）
に留まったものの、実数としては平成24年が最も
多く、研修も今後実施されていくものと考えられ
る。
また、災害時の歯科保健医療救護体制は、地域
歯科診療所の被災状況をみて規模や範囲を決定し
て開始され、電気や水道などのインフラストラク
チャーの回復にあわせて、経時的に修正されてい
く必要があり、必要とされている適切な歯科救護
を行うためには、歯科診療所の被災状況や回復状
況を把握する必要がある。この体制は平成24年に
おいては30会（69.8％）において整備されており、
都道府県歯科医師会が災害時歯科救護体制の中心
を担うにあたっての基礎情報を把握できる体制も
構築されてきていると考えられる。
２）地域で災害時に歯科保健医療を提供するにあ
たっての、歯科医療関連機関との連携体制の比
較
都道府県歯科医師会における災害時の歯科保健
医療救護体制が整備されていても、実際の救護は
その他の歯科医療関係機関、および、医療救護、
保健救護と連携して行う必要がある。有事に連動
して機能するためには、平時の備えとして、関連
機関との協議や訓練が必要とされる。
協議、訓練ともに、平成24年では「実施してお
らず予定もない」としたところは4会（9.3％）に
留まり、殆どの都道府県歯科医師会において、そ
の他の関連機関との連携が進められていることが
示された。また、このような連携が担当者が交代



しても長く続くためには文書化が必要であろうと
考えられる。既に文書で規定されているところは
8会（18.6％）のみであったが、現在検討中／準
備中としたところは30会（69.8％）にのぼり、継
続的な観点をもっての連携が図られていることが
示された。
２．大規模災害時における口腔ケア体制に関して
災害時の口腔ケアの必要性の認識は、平成24年
度では43会（100％）であり、都道府県歯科医師
会においては異論の余地はないと考えられた。災
害時口腔ケアの実施体制の整備、口腔ケア関係物
品の備蓄についても、2会（4.7％）以外は全て
「整備されている」もしくは「現在検討中／準備
中」と回答しており、今後、ほぼ全ての都道府県
歯科医師会において災害時の口腔ケア体制が整備
されていることとなることが予想された。
一方で、災害時の口腔ケア体制が既に整備され
ていても、その予算措置がなされているところは
3会（18.8％）に留まった。歯科医師会が主体的
に活動する体制は整っているものの、地域防災計
画、もしくは、災害時医療計画の中での法的な位
置づけは、未だ整っているとは言えないと考えら
れた。
３．大規模災害時における救急処置・トリアージ
に関する比較
大規模災害時における救急処置やトリアージに
対する考え方に関しては、平成24年は「限定的な
条件下に限って容認する」という回答が増えた。
これは、東日本大震災を受けて、「限定的な条件
下」という表現に対するイメージが変わったため
かと考えられるが、「容認する」としたところは
平成 21年と大きく変わらず 20％以下に留まり、
「トリアージに対する教育／通知を行っていない」
会も平成 21年の 25会（61.0％）に対して平成 24
年度には31会（72.1％）と増え、都道府県歯科医
師会としては、救急処置やトリアージを、災害時
歯科医療救護の枠内にあるものとしては位置づけ
ていないことが示された。
以上より、東日本大震災を受けて、平成24年で
は災害時歯科保健医療救護に対する法的整備も進

みつつあり、都道府県歯科医師会における救護体
制が整備されつつあることが明らかとなった。都
道府県歯科医師会においてはその災害時の役割と
して、救急処置やトリアージは枠内に想定してい
ない一方で、口腔ケアの実施は殆ど全ての会にお
いて整備されつつあったが、災害時の口腔ケア体
制における法的整備は進んでいない現状が明らか
となった。
平成25年度からの医療計画においては、「5疾

病・5事業及び在宅医療」として、各都道府県に
は医療提供体制を確保するに当たって、①疾病又
は事業ごとに必要となる医療機能を明確化した上
で、②地域の医療機関がどのような役割を担うか
を明らかにし、さらに③医療連携体制を推進して
いくことが求められており、この医療連携体制の
構築にあたって、歯科医療が果たす役割を医療計
画に明示するように求めている5，6）。
災害医療における歯科の役割は、これまでの災
害における役割をもってして歯科業界においては
おおむね定義づけられてきており 2，7−10）、東日本
大震災後には厚生労働省からの通知「被災地での
健康を守るために」の中にも「避難生活では、水
の不足等により、歯・口・入れ歯の清掃がおろそ
かになり、食生活の偏り、水分補給の不足、スト
レスなども重なって、むし歯、歯周病、口臭など
が生じやすくなります。特に高齢者では、体力低
下も重なり、誤嚥性肺炎などの呼吸器感染症を引
きおこしやすくなります。」と記され 11）、広く認
知されてきている。
このような、災害時の歯科保健医療救護は継続
的に行ってこそ効果が発揮されるものであり、今
回の医療計画に見直しに際しては、災害医療は急
性期から中長期にわたって医療提供体制を考える
べきであると示された。歯科医師会においては、
急性期から保健所または市町村単位で設置される
地域災害医療対策会議（仮称）に所属して、都道
府県の災害対策本部や統括DMATとの連携のも
とで医療救護活動にあたるほか、厚生労働省から
日本歯科医師会への要請にて都道府県災害対策本
部と連携して派遣を行う。中長期においては更に、
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厚生労働省が要請して設置する被災者健康支援連
絡協議会に日本歯科医師会が所属し、地域災害医
療対策会議（仮称）とともに、都道府県の災害対
策本部からの派遣要請に対応していくこととされ
ている12）。
災害時の歯科保健医療救護の大きな役割であ

る、誤嚥性肺炎などの呼吸器感染症予防としての
口腔ケアは、平常時においても、高齢者、特に要
援護者に対して有用であることが示されてきてい
る13）。医療計画の見直しにより要援護者に対する
在宅医療は推進されており、その医療連携体制に
おいての歯科医療機関の役割が明らかとされるこ
とにより、災害時の要援護者に対する保健医療救
護体制の中での歯科の役割も明らかとされていく
ことを期待したい。
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Objectives：
We surveyed preparation for dental healthcare system in prefectural dental associations after large scale

disaster, and compared with former survey in the same topic.
Methods：

We conducted questionnaire survey for all 47 prefectural dental associations in Japan, on November to
December 2009, and February to March 2012. We compared the difference of results including a survey con-
ducted before, November 2006.
Results：

Dental associations which“ take the role of dental health care in regional disaster prevention plan in
belonging prefecture”and“prepared dental health care aid system in large scale disaster”were increased,
however, latter was only 39% even the former was 88% in 2012. It shows further approach to prepare the
system is needed. The outcome also shows increasing preparation in“cooperation with related institution”
and“oral care system”by year. While, emergency procedure and triage weren’t think as disaster dental
healthcare aid.
Discussion：

The preparation for dental healthcare aid system in large scale disaster was progressed over the years. It
was expected to be proceeded to legal issue as well as“cooperation with related institution”and“oral care
system”，and continued with practical training.
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